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2,557 人女：
 No. 【1795 4月25日 発行 】

2,638 世帯

人口 5,007

男： 2,450 人

令和6年4月29日 ～ 令和6年5月12日

― 
 

 

  与論町役場では、令和 6年度会計年度任用職員を募集します。 

※応募期限：令和 6年５月１７日（金）午後５時  

※面 接 日：上記の期限日以降に別途通知します。 

 

◆募集職種  

◎保育士又は保育士補助員（与論こども園） 

 

※詳細は町ホームページをご覧いただくか、役場総務企画課にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

一緒に働きませんか！  

令和 6年度 与論町会計年度任用職員募集 

  （令和６年６月 1日任用開始） 

 

 
お問い合わせ：役場総務企画課(0997-97-3111) 

キジの卵買い取りのお知らせ 

 本町の農業に被害を与えているキジ駆除の一環として、キジの卵買い取りを行います。 

令和６年度の買い取り価格は、キジの卵１個につき150円です。予算がなくなり次第終了致します。 

詳しくは産業課までお問い合わせください。 

●支払いは口座振り込みとなります。 

●役場に振込口座の登録がされていない方は新規に登録が必要なので、通帳をお持ちください。 

（未成年の方は口座登録の関係で保護者同伴にてお越しください。） 

●印鑑をご持参ください。 

 

 

お問合せ 

与論町役場 産業課 担当：大城 

0997-97-4924 
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編集・発行 総務企画課

（令和6年3月31日現在）

世帯数

事業者の皆様へ 

与論町プレミアム付商品券使用店舗の募集について（お知らせ） 

  

本町では、石油価格や物価高騰の影響を緩和し、地元消費拡大、地域経済の活性化を資することを

目的に、町内の店舗にて利用できるプレミアム付商品券事業を実施することとなりました。 

 つきましては、商品券を使用して商品を購入できる店舗を募集いたします。対象業種や登録申し込み

方法、換金方法などの詳細については商工観光課までお問合せいただくか与論町ホームページをご確

認ください。 

 

【商品券の使用期間】 

 令和６年６月～令和６年８月３１日 

【換金申し込み期間】 

 令和６年７月 1日～令和６年９月１０日 （土日祝日は除く） 

  令和６年９月１０日に間に合わない場合は、ご相談ください。 

【登録店舗の募集期間】 

 随時受付可能です。                               （お問い合わせ先） 

与論町役場 商工観光課  

電話：0997-97-4902  

 

日　程 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 定休日 定休日 定休日 定休日

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 定休日 定休日
8：30～16：30

通常通り
定休日

　　　　　　

　　　　☆ｸﾘｰﾝｾﾝﾀー及びﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰの5月3日～5月6日連休の受入について（お知らせ）

※ごみ収集については、通常どおり回収致します。
町民の皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 　環境課　97-4712

　　町民の皆様日頃のｺﾞﾐ分別に対しましてご理解ご協力ありがとうございます。
　　さて、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ及びﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰのｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸ期間中の受入についてお知らせいたします。

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

29 月 昭和の日

30 火

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

1 (水)

2 (木)

3 (金) 憲法記念日

4 (土) みどりの日

5 (日) こどもの日

6 (月) 振替休日

7 (火)

8 (水)

9 (木)

10 (金) 家庭教育学級開講式 18：00～20：00
中央公民館

2階　大ホール
教育委員会事務局

11 (土) 公民館教室合同開講式　 19:00
中央公民館

2階　大ホール
教育委員会事務局

12 (日)
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❷

役場 耕地課から

『農業用コイン給水機の利用についてお願いします。』

コイン給水機は、作物の生育に必要な水を地域の農家が利用できるよう

設置された施設です。一部のコイン給水機では、ホース等で畑まで繋ぎ込

みを行い、長時間にわたり独占使用していると苦情が届いております。

地域の皆さんが公平に使用できるよう適切な利用をお願いします。

お問い合わせ先

耕地課 電話 ９７－３１３２

令和６年度より与論町高齢者配食サービス・障がい者 

配食サービスの１食あたりの利用者負担額が変わります 
 

与論町高齢者配食サービス 

与論町障がい者配食サービスをご利用の方々へ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

食形態/町民税課税状況 課税世帯 非課税世帯 

普通食 450円 400円 

配慮食 470円 420円 

お問合せ先 

与論町地域包括支援センター 

TEL：0997-97-3112 

これまでの物価上昇（消費税増税や食材料費高騰）の際は、利用者の方の費用負

担は据え置いて、町の負担を増額し対応してまいりましたが、ここ最近の一連の

値上げについては大変厳しい状態が続いており、配食サービスの維持、継続の

ためにやむを得ず利用者負担額を見直すこととなりました。 

１食あたりの利用者負担額は下記の表のとおりとなります。 

何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

奄美大島年金事務所の職員による
年金相談会のお知らせ

年金相談にお越しの際は、マイナンバー、年金手帳（基礎年金番
号通知書）、年金証書、振込通知書などの他、相談者本人であるこ
とを確認できるものをご持参のうえ、予約時間までにお越しください。

※代理の方がご相談に来られる際には、委任状と来られる方の身
分証明（運転免許証など顔写真があるもの）が必要となります。
ご都合により来庁できない場合は、事前にご連絡をお願いします。

「年金が払えない」、「年金がもらえるか不安･･･」、
「年金額は増やせるのか」、「障害年金を請求した
い」等、国民年金に関するご相談がありましたら、
是非この機会にご利用下さい！

日時 令和 ６年 ５月 ２２日（水） １３：３０～１７：１５（５名まで）
令和 ５年 ５月 ２３日（木） ９：００～１１：００（２名まで）

場所 役場庁議室（１階奥）

【お問い合せ先】

町民生活課 国民年金係 ℡：0997-97-4930
予約は町民生活課窓口に

お越しいただくか、こちらにお電話下さい



空港トンネル通行止めについてのお知らせ

与論空港滑走路及び着陸帯下を横断する函渠の維持・管理の為、照明器具改修工事を行います。

これに伴い、空港トンネルを下記のとおり通行止めとさせていただきます。

工事期間中大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申

し上げます。

【空港トンネル通行止め期間】

令和6年５月上旬～令和6年7月末までの8：00～17：00

【施工業者】

光電設工業

敬具

工事に関するお問い合わせ先

与論町役場 建設課【0997-97-4928】担当：池田

通行止め箇所

迂回路

➌

 
 

 

●環境保全型農業直接支払交付金事業内容について

 

「環境保全型農業」とは、農業のもつ物質循環機能を活かし、生産性のバランスなどに留意しつ

つ土作り等を通して科学肥料や農薬使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な取組を行う農業

のことで、本事業では「有機農業」に取り組む場合または「化学肥料、化学合成農薬の５

割減」への取り組みとのセットで、温暖化防止や生物多様性保全に効果が高い「カバークロップ

（緑肥栽培）」、「堆肥施用」、「リビングマルチ」、「草生栽培」などに取り組む場合に直接交付

金が支払われます。 

※ただし、販売目的で栽培している作物に限る。また、エコファーマーグループに加入できる者。 

 

◆申込期限：令和６年 5 月 31 日（金） 迄 （申込先：産業課） 

 

支援取組内容 支援単価 

① 有機農業（農薬・化学肥料を使わない） 
そば等雑穀、飼料作物以外 

12,000円／１０ａ 
（このうち、炭素効果の高い有機農業を実

施する場合に限り 2,000円を加算） 

② 農薬・化学肥料の５割以上減＋カバークロップ（緑肥） 6,000円／１０ａ 

③ 農薬・化学肥料の５割以上減＋堆肥施用 4,400円／１０ａ 

④ 農薬・化学肥料の５割以上減＋リビングマルチ 

 
（うち小麦・大麦・イタリアンライグラス作付けの場合） 

5,400円／１０ａ 

 
（3,200円／１０ａ） 

 
⑤ 農薬・化学肥料の５割以上減＋草生栽培 5,000円／１０ａ 

 

【カバークロップ】作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥作物を植えつける取組。 

【堆肥の施用】作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を施用する取組。 

【リビングマルチ】作物の栽培期間中に畝間等にムギやクローバーなどの植物を植える取組。 

【草生栽培】果樹園の樹下にクローバー等の植物を栽培し、土壌を覆う取組。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

役場産業課：担当 大城 

℡：0997-97-4924 


